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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
本
法
に
基
づ
く
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
」
（
以
下
「
休
業
支
援
金
」
と
い
う

。
）

及
び
休
業

支
援
金
に
準
じ
た
特
別
の
給
付
金
が
創
設
さ
れ
た
場
合
で
も
、
事
業
主
は
そ
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
休
業
の
場
合
に

お
い
て
は
労
働
基
準
法
第
二
十
六
条
に
基
づ
く
休
業
手
当
を
支
払
う
義
務
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
雇
用
調
整
助
成
金
を

活
用
し
て
積
極
的
に
労
働
者
の
雇
用
維
持
を
図
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
周
知
徹
底
及
び
必
要
な

指
導
を
行
う
こ
と
。 

二
、
休
業
支
援
金
の
申
請
に
必
要
な
書
類
及
び
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
労
働
者
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
か
ら
の
求
め
が
あ
っ

た
場
合
に
は
事
業
主
は
速
や
か
に
協
力
・
対
応
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
旨
、
通
達
等
に
よ
り
、
事
業
主
及
び
労
働
者
双
方
へ

の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 



三
、
休
業
支
援
金
に
つ
い
て
は
、
何
よ
り
迅
速
な
支
給
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
法
の
施
行
後
、
速
や
か
に
申
請
受
付
が

開
始
さ
れ
る
よ
う
最
大
限
の
努
力
を
払
う
と
と
も
に
、
申
請
に
必
要
な
書
類
や
手
続
の
で
き
る
限
り
の
簡
素
化
を
図
り
、
速

や
か
な
支
給
に
向
け
た
十
分
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
ま
た
、
給
付
額
の
決
定
に
用
い
ら
れ
る
休
業
前
賃
金
の
算
定
に
お

い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
で
減
収
と
な
っ
た
期
間
が
基
準
と
な
ら
な
い
よ
う
柔
軟
な
制
度
設
計
を

行
う
こ
と
。 

四
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
上
限
額
引
上
げ
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
前
に
休
業
手
当
を
支
払
っ
て
雇
用
調
整
助
成
金
の
支
給
を
受
け

た
事
業
主
が
当
該
措
置
に
応
じ
て
休
業
手
当
を
追
加
し
て
支
払
っ
た
場
合
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
差
額
分
の
追
加
の
支
給
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
周
知
す
る
と
と
も
に
、
労
使
間
で
協
定
を
再
締
結
す
る
こ
と
等
に
よ
り
休
業
手
当
が
追
加
支
給
さ
れ
た

場
合
に
は
、
再
申
請
に
よ
る
助
成
金
の
追
加
支
給
を
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
。
ま
た
、
雇
用
調
整
助
成
金
の

支
給
の
迅
速
化
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
類
の
更
な
る
簡
素
化
や
申
請
受
付
・
審
査
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に
つ
い
て
は
運
用
停
止
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
問
題
を
踏
ま
え
、
再
発
防
止
を
徹
底
し
た
上
で
可
能
な
限

り
早
期
の
運
用
再
開
を
図
る
こ
と
。 

五
、
休
業
支
援
金
の
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
労
働
者
の
中
に
も
、
休
業
手
当
が
適
切
に
支
払
わ
れ
て
い
な
い
労
働
者
、
特
に
短



時
間
労
働
者
や
派
遣
労
働
者
な
ど
の
非
正
規
雇
用
労
働
者
が
多
数
存
在
す
る
実
態
を
十
分
に
認
識
し
、
引
き
続
き
事
業
主
に

は
積
極
的
な
雇
用
の
維
持
や
休
業
手
当
の
支
払
を
求
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
生
活
・
生
計
支
援
策
も
最
大
限
に
活
用
し

て
当
該
労
働
者
の
生
活
を
支
え
る
こ
と
。 

六
、
派
遣
労
働
者
、
特
に
登
録
型
や
日
雇
型
の
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
三
角
関
係
の
雇
用
契
約
の
中
で
と
り
わ
け
弱
い
立

場
に
置
か
れ
て
い
る
者
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
派
遣
先
・
派
遣
元
事
業
主
に
対
し
て
現
在
有
効
な
派
遣
契
約
・
雇
用

契
約
の
維
持
・
継
続
に
努
め
る
こ
と
及
び
休
業
の
際
に
休
業
手
当
を
支
払
う
こ
と
を
強
く
要
請
す
る
と
と
も
に
、
既
に
派
遣

契
約
・
雇
用
契
約
が
終
了
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
次
の
派
遣
先
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
最
大
限
の
努
力

を
行
う
こ
と
や
、
派
遣
元
の
従
業
員
と
し
て
雇
用
契
約
を
締
結
し
、
休
業
手
当
の
支
払
や
休
業
支
援
金
の
支
給
対
象
と
な
る

よ
う
努
め
る
こ
と
な
ど
、
政
府
と
し
て
積
極
的
な
要
請
・
指
導
を
行
う
こ
と
。 

七
、
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
の
給
付
日
数
の
延
長
に
関
す
る
特
例
に
つ
い
て
、
全
国
の
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
統
一
的
な

取
扱
い
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
適
用
基
準
の
明
確
化
を
図
る
こ
と
。 

八
、
今
後
の
失
業
者
数
の
増
減
や
求
人
数
の
増
減
の
動
向
な
ど
を
注
意
深
く
モ
ニ
タ
ー
し
つ
つ
、
失
業
者
の
安
定
的
な
求
職
活

動
を
支
え
る
措
置
を
積
極
的
に
講
じ
て
い
く
こ
と
。
ま
た
、
求
職
者
給
付
や
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
を
受
給
で
き
な
い
失
業



者
に
対
す
る
生
活
支
援
策
の
拡
充
・
強
化
を
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

九
、
今
後
、
企
業
の
倒
産
・
廃
業
・
休
業
の
動
向
や
失
業
者
数
・
休
業
者
数
の
動
向
な
ど
を
注
意
深
く
モ
ニ
タ
ー
し
、
国
民
の

生
活
、
暮
ら
し
、
雇
用
の
維
持
・
確
保
を
最
大
の
使
命
と
位
置
付
け
、
引
き
続
き
の
雇
用
・
生
計
維
持
の
た
め
の
政
策
を
前

例
に
と
ら
わ
れ
ず
に
講
じ
て
い
く
こ
と
。
と
り
わ
け
生
活
保
護
制
度
が
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
確
実
に
機
能
し
、

保
護
さ
れ
る
べ
き
国
民
が
迅
速
か
つ
適
切
に
保
護
さ
れ
る
よ
う
、
地
方
自
治
体
に
対
す
る
要
請
や
財
政
措
置
を
徹
底
す
る
こ

と
。 

十
、
国
は
、
地
方
自
治
体
等
が
、
労
働
基
準
法
が
適
用
さ
れ
る
職
員
に
対
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ

り
休
業
さ
せ
た
場
合
は
、
同
法
第
二
十
六
条
に
基
づ
き
休
業
手
当
を
支
払
う
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


